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資料番号① 

入札公告 

令和４年９月２１日 

公益財団法人日本台湾交流協会 

 

次のとおり、一般入札を行います。 

 

記 

 

１ 競争入札に付する事項 

（１） 件名 

令和４年度短期招聘事業のエスコート・通訳業務の委託（台湾華語） 

 

（２） 契約期間 

契約開始日から令和５年３月３１日 

 

（３）  納入場所 

公益財団法人日本台湾交流協会 総務部 

    （東京都港区六本木３－６－３３ 青葉六本木ビル７Ｆ） 

 

（４）  入札方法 

   入札金額は、本件に関する総価で行う。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセン

トに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数が生じたときは、そ

の端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載する

こと。 

 

２ 競争参加資格 

（１）予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第７０条の規定に該当しない者で

あること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同

意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）予決令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（３）令和４・５・６年度外務省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の「A」、

「B」又は「C」の等級に格付けされた競争参加資格を有する者であること。 

（４）日本政府等から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 

 

３ 契約条項を示す資料等 

（１）契約条項を示す資料 
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資料番号①～⑦のとおり。 

 

（２）入札説明会の実施 

説明会に参加を希望する者は、令和４年１０月４日（火）１２時までに、別添「入

札説明会参加申込書」（資料番号④）に必要事項を記載して、本公告末尾（１０．

問い合わせ先）に記載の連絡先に原則 E-mail にて連絡するものとする。 

 

説明会開催日時：令和４年１０月５日（水）１４時～ 

同    開催場所：当協会会議室 

 

（３）質問期限 

令和４年１０月６日（木）１２時 

 

仕様書、提出資料等について質問がある場合は、本公告末尾（１０．問い合わ

せ先）に記載の問い合わせ先へ E-mail または電話にて連絡すること。なお当協

会からの回答は１０月７日（金）１８時までにおこなう。 

 

（４）入札書等の提出期限、提出場所及び提出方法等 

①入札申込書等の提出期限 

令和４年１０月１１日（火）１２時 

 

②入札申込書等の提出場所及び提出方法 

本公告末尾（１０．問い合わせ先）に記載の連絡先へ、以下③に示す資料を提

出（持参又は郵送）すること。（郵送による場合は上記①の提出期限を必着とす

るため、書留等により期限内に到着するよう送付し、当協会に到着を確認するこ

と。） 

 

③ 提出書類 

 ・入札申込書（資料番号⑤）（正本：１部、副本：２部） 

 ・誓約書（資料番号⑥） １部 

 ・会社概要（主要取引先、直近期の決算概要を含むもの） 

 ・令和４・５・６年度競争参加資格通知書（全省庁統一）の写し 

 ・類似案件対応実績（仕様書９．に記載の参考資料２点を指す） 

 

４ 入札保証金及び契約保証金 

全額免除 

 

５ 開札の場所及び日時 

（１）日時 

令和４年１０月１１日（火）１５時 
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（２）場所 

当協会会議室 

 

６ 入札の無効 

以下に該当する入札は、無効とする。 

・本公告に示した競争参加資格を有しない者による入札 

・記名押印（外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって

代えることができる。）を欠く入札 

・金額を訂正した入札 

・誤字、脱字等により意思表示が不明確である入札 

・同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は２者以上の代理をした者の

入札 

・提案書等が契約担当者等の審査の結果採用されなかった者の入札 

・入札書の提出期限までに到達しない入札 

・暴力団排除に関する宣誓事項（宣誓書）について、虚偽が認められた入札 

・その他入札に関する条件に違反した入札 

 

７ 選考結果の通知 

（１）令和４年１０月１３日（木）１２時までに入札者に選考結果を通知するとともに、落

札者を当協会ホームページにて公表する。選考結果については採否のみ通知する。 

 

（２）入札者は、審査結果の理由について不問とし、異議を申し立てることはできない。 

 

８ 契約書 

落札者は、契約書案（資料番号⑦）をもとに契約を締結することとなるため、契約

条項の内容を承知の上入札すること。 

 

９ 支払いの条件 

契約代金は、契約書記載の条件により、適法な支払い請求書を受理した日から

３０日以内に支払うものとする。 

 

１０ 問い合わせ先 

公益財団法人日本台湾交流協会 総務部（担当：角田、加藤） 

ＴＥＬ：０３－５５７３－２６０６ 内線１１ 

E-mail：honbukoenmeigi-k1@k1.koryu.or.jp 

注：件名に「短期招聘事業のエスコート・通訳業務」と記入のこと。 

以上 

mailto:honbukoenmeigi-k1@k1.koryu.or.jp

